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開 催 日  【第 14 回】令和５年２月１８日（土）午前 10 時 00 分から 

  【第 15 回】令和５年７月 12 日（水）午後６時 30 分から 

会   場  プラスチック類資源化施設 多目的室 

内   容  ・プラスチック類資源化施設，可燃ごみ処理施設運転状況 

・北川原公園搬入路裁判内容と原告団との合意内容の報告 

・環境定点測定結果、可燃ごみ処理施設専門家委員会の開催 

・次期可燃ごみ処理施設に向けた課題等の整理 

・水銀回収キャンペーンの実績報告（第 14 回のみ） 

       ・全国ごみ量ランキング、令和 4 年度施設見学実績（第 15 回のみ） 

対象自治会：新石自治会、新井自治会、落川上自治会、百草園団地自治会、百草園自治会 

※ 当日配布資料、会議要点録は市 HP に掲載しています。 

HP の ID「１０１０３６２」で検索してください 

問い合わせ先 クリーンセンター 施設課 042-581-0443 

日野市 

 

第４５号 令和５年８月 17 日 

 

クリーンセンター 

連絡協議会 

 

日野市・国分寺市・小金井市では深刻な事態と捉え、直ちに 3 市合同で以下を実施いたしました 

１、各市のあらゆる情報発信手段（ＨＰ、広報誌、ＬＩＮＥ等）による分別徹底の周知 

2、各種団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護事業所、商工会、ＪＡ）の協力による分別徹底の周知 

3、搬入許可事業者及び収集運搬委託事業者への指導（分別徹底の通知、不適切な排出者への警告等） 

   ※「水銀回収キャンペーン」については９月から実施予定です。 

近隣にお住いの皆様におかれましては多大なるご心配をおかけいたしました。心よりお詫び申し上げると

ともに、今後も不適物混入防止の更なる周知徹底を図ってまいります。 

問い合わせ先 クリーンセンター ごみゼロ推進課 042-581-0444 

 

 

 

 

 

 

浅川清流環境組合からのお知らせ  

令和５年６月４日・５日、７月１８日に、浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設で、排ガス中の水銀濃度

が、一時的に当組合の定める公害防止基準値（５０μｇ／㎥Ｎ）を超える事態が発生しました。原因は可

燃ごみ中への水銀混入と考えます。 

活性炭の増量操作を行うなど、早期の対応を行い、正常な数値に復帰したため、運転停止には至らず、

事態は収束しました。 

しかし、水銀の混入は施設の運転停止になりかねませんので、当組合からは、今後の再発防止に向けて、

日野市・国分寺市・小金井市に適切なごみの出し方の指導、啓発の徹底など、水銀製品を可燃ごみ処理施

設に入れない取り組みの実施を要請しました。 

問い合わせ先 浅川清流環境組合 事業課 電話：042-506-2923 

 



  

 
 

可燃ごみ処理施設の稼働において、学識経験者の見解を得て対応することが望ましい内容（公害

の防止対策に関すること、公害の監視方法に関すること、その他周辺環境の保全）を検討する、浅

川清流環境組合可燃ごみ処理施設専門家委員会を設置し、令和５年２月１７日、令和５年 8 月 2

日に開催しました。主な意見は以下のとおりです。                                            

 

 

 

 

 

     

                                          

 

上記内容の詳細は、当組合ホームページ（https://cms.upcs.jp/asakawa/index.cfm/7,0,52,html）か 

上記二次元コードから見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

上記内容の詳細は、当組合ホームページ（https://cms.upcs.jp/asakawa/index.cfm/7,0,33,html）か 

上記二次元コードから見ることができます。  

 

上記、２つの内容に関する問い合わせ先 浅川清流環境組合 事業課 

電話：042-506-2923 FAX：042-589-0545 電子メール：kawasemi@asakawaseiryu.jp 

 

 

（学識経験者からの意見抜粋） 

・３市で行っている水銀回収キャンペーンは継続実施すべき。 

・SDGs への関心が高まっていることから、見学に来る小学生に対しても施設の持って

いる役割と SDGｓへの貢献をあわせて説明してあげると良い。 

・北川原公園の臭気測定の要望について、ごみの収集車両が通過する時間、通過しない

時間など何回か臭気を取っても良いと思うが、実施の是非については、組合と３市で

よく検討して決めるべき。 

べき。 

・８月の内容 

・８月の内容 

 

浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の運転時並びに停止時における施設周辺の 4 カ所（新井公園、

新井わかたけ公園、落川林間公園、上落川公園）の大気質、悪臭、土壌、騒音（低周波音）について、

定点観測を実施し、環境への影響の有無について、年 2 回（施設運転時と施設停止時）、測定をして

います。令和 4 年度は、全測定項目で法令などの基準となる値を下回りました。 

令和 5 年度も 2 回実施します。測定結果は当組合のホームページで掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

●観測地点の空気を採取し悪臭の測定をします 

  

●騒音、低周波音は 24 時間測定します 

 


